
 
岡山県公安委員会告示第 14 号  

 

令和2年2月3日  

 
 

遊技機の種類     製  造  業  者  名 型式試験番号 検 定 年 月 日 検 定 番 号 検定の有効期間

1 ぱちんこ遊技機 豊丸産業株式会社 ９Ｐ０５８９００ 令和2年2月3日 ９Ｐ０５８９ 検定の日から3年間

2 回胴式遊技機 山佐株式会社 ９Ｓ１７２９００ 令和2年2月3日 ９Ｓ１７２９ 検定の日から3年間

3 ぱちんこ遊技機 株式会社アムテックス ９Ｐ１７６９００ 令和2年2月3日 ９Ｐ１７６９ 検定の日から3年間

4 ぱちんこ遊技機 株式会社三洋物産 ９Ｐ１６８３００ 令和2年2月3日 ９Ｐ１６８３ 検定の日から3年間

5 回胴式遊技機 株式会社サンスリー ９Ｓ１５１１００ 令和2年2月3日 ９Ｓ１５１１ 検定の日から3年間

Ｐ銀河鉄道９９９２Ｈ１ＡＵ６

Ｐ元祖大工の源さんＷＣＣ

Ｓ咲-Saki-ＳＨ

  遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第１項及び第２項の規定に基づき、検定に関する試験の結果、遊技機の型式について、技術上の規格に適合
していると認められるものは、次のとおりである。

岡　山　県　公　安　委　員　会

型　　　　　式　　　　　名

Ｐすしざんまい極上Ｓ３Ｃ

Ｓモンキーターン４ＺＤＤ



 
岡山県公安委員会告示第 20 号  

 

令和2年2月10日  

 
 

遊技機の種類     製  造  業  者  名 型式試験番号 検 定 年 月 日 検 定 番 号 検定の有効期間

1 回胴式遊技機 カルミナ株式会社 ９Ｓ１６４４００ 令和2年2月10日 ９Ｓ１６４４ 検定の日から3年間

2 回胴式遊技機 タイヨーエレック株式会社 ９Ｓ１７２７００ 令和2年2月10日 ９Ｓ１７２７ 検定の日から3年間

  遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第１項及び第２項の規定に基づき、検定に関する試験の結果、遊技機の型式について、技術上の規格に適合
していると認められるものは、次のとおりである。

岡　山　県　公　安　委　員　会

型　　　　　式　　　　　名

Ｓスナイパイ７１ＣＣ

Ｓ　物語セカンドシーズン　ＸＡ



 
岡山県公安委員会告示第 21 号  

 

令和2年2月17日  

 
 

遊技機の種類     製  造  業  者  名 型式試験番号 検 定 年 月 日 検 定 番 号 検定の有効期間

1 ぱちんこ遊技機 株式会社サンセイアールアンドディ ９Ｐ１８２４００ 令和2年2月17日 ９Ｐ１８２４ 検定の日から3年間

2 ぱちんこ遊技機 株式会社サンセイアールアンドディ ９Ｐ１７３４００ 令和2年2月17日 ９Ｐ１７３４ 検定の日から3年間

3 ぱちんこ遊技機 株式会社ニューギン ９Ｐ１７５９００ 令和2年2月17日 ９Ｐ１７５９ 検定の日から3年間

4 ぱちんこ遊技機 株式会社ニューギン ９Ｐ１７５１００ 令和2年2月17日 ９Ｐ１７５１ 検定の日から3年間

5 回胴式遊技機 株式会社銀座 ９Ｓ１３９６００ 令和2年2月17日 ９Ｓ１３９６ 検定の日から3年間

6 回胴式遊技機 サミー株式会社 ９Ｓ１７７８００ 令和2年2月17日 ９Ｓ１７７８ 検定の日から3年間

Ｐ戦国ＢＡＳＡＲＡ　Ｌ４－７Ｖ１

Ｐ炎のドラム魂ＧＡ

Ｓ　カイジ沼　ＫＲ

Ｓ　パチスロ　真北斗無双　ＺＮ

  遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第１項及び第２項の規定に基づき、検定に関する試験の結果、遊技機の型式について、技術上の規格に適合
していると認められるものは、次のとおりである。

岡　山　県　公　安　委　員　会

型　　　　　式　　　　　名

Ｐ１０カウントチャージ絶狼ＭＣ

ＰＡ　ＧＩＤＲＥＡＭ駿ＮＵ



 
岡山県公安委員会告示第 25 号  

 

令和2年2月25日  

 
 

遊技機の種類     製  造  業  者  名 型式試験番号 検 定 年 月 日 検 定 番 号 検定の有効期間

1 ぱちんこ遊技機 マルホン工業株式会社 ９Ｐ１８３２００ 令和2年2月25日 ９Ｐ１８３２ 検定の日から3年間

2 ぱちんこ遊技機 豊丸産業株式会社 ９Ｐ１８０２００ 令和2年2月25日 ９Ｐ１８０２ 検定の日から3年間

3 ぱちんこ遊技機 株式会社三洋物産 ９Ｐ１７８４００ 令和2年2月25日 ９Ｐ１７８４ 検定の日から3年間

4 ぱちんこ遊技機 株式会社サンスリー ９Ｐ１８５２００ 令和2年2月25日 ９Ｐ１８５２ 検定の日から3年間

Ｐ大工の源さん超韋駄天ＹＴＡ

ＰＡヤッターマンＶＶＶＶ－ＹＢＢ

  遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和60年国家公安委員会規則第４号）第９条第１項及び第２項の規定に基づき、検定に関する試験の結果、遊技機の型式について、技術上の規格に適合
していると認められるものは、次のとおりである。

岡　山　県　公　安　委　員　会

型　　　　　式　　　　　名

Ｐ　Ｄ－ＣＬＯＣＫ１

ＰＡコマコマ倶楽部＠エイジセレクトＹ２Ｆ


